
    

 

プレスリリース                          令和８年３月 18日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
【問合せ】 

産業振興課       課長：藤咲（ふじさき）    電話：03-6435-4718（直通） 

産業振興課 経営支援係  係長：二宮（にのみや）   電話：03-6435-4613（直通） 

 
～中東情勢緊迫化による原油価格高騰等の影響を受ける区内中小企業を支援～ 

港区独自の様々な支援メニューを提供します 

原油価格や仕入れ価格の高騰等により売上が減少し、資金繰りに苦慮している区内

中小企業に対し、区独自の低利な融資あっせん制度をご案内しています。 

３ 低利な融資あっせん制度のご案内 

中小企業診断士による巡回相談を行っています。 

 

２ 巡回相談 

３月３日から、中東情勢を受けた原油高の影響を把握するため、区内中小企業へ専門家が 

出向き、プッシュ型で聴き取りを開始しています。 

区内中小企業における採算確保に向けた価格転嫁をテーマとするセミナーを、 

専門家を招いて実施します。セミナーでは区の様々な支援策についてもご案内します。 

４ 物価高騰に伴う価格転嫁セミナーの開催 （６月頃の開催に向けて調整中） 

５ 特設ページ開設による情報の取りまとめ 

３月 18日から、港区公式ホームページ内に特設ページ「原油価格の 

高騰等の影響を受ける区内中小企業の支援について」を設け、役立つ 

情報を取りまとめて掲載しています。 

区では、区内中小企業に中小企業診断士等の専門家を無料で派遣しています。 

個々の事業者が抱える経営課題に応じ、精通した専門家が支援しています。 

１ 出前経営相談 

物価高騰等の影響で苦境に立つ区内中小企業を強力に支援するため、令和７・８年度は 

利用可能枠を増やし、最大５回（通常時３回）まで利用可能としています！ 

３月 18日現在、10社以上の企業に出向き、中東情勢を踏まえた相談に応じています。 

 

特設ページ 


